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相談受付 

広報・啓発 

申立てに関する支援 

市民後見人の養成・支援 

後見人支援 権利擁護支援のネットワーク 

成年後見制度に関する相談を受け付け、サポート

します。成年後見制度だけではなく、その他の福

祉サービスや日常生活自立支援事業などのサービ

スの紹介も行います。 

 成年後見制度や権利擁護に関する講演会などのイ

ベントを実施します。ご依頼があれば、成年後見

制度や権利擁護に関する出前講座も行います。お

気軽にお問い合わせください。 

 申立の方法や書き方など、支援を行います。 

ご本人やご親族からのご相談を受け付けています。 

立川市と連携し、市長申立支援も行います。 

 市民後見人養成講座を実施しています。市民後見

人を希望される方向けにフォローアップ研修を実

施しています。実際に市民後見人を受任した後に

も定期報告などをサポートします。 

 実際に後見業務を担うご親族や専門職のかたから

の相談を受け、よりよい後見業務のため関係機関

の調整を行います。また第三者後見人等連絡会を

開催し、地域で後見人をサポートします。 

 
ご本人とその関係者を支えるネットワークの構築の

ため、福祉関係者や後見業務を担う専門職のかた、

金融機関のかたなどと、権利擁護のネットワークを

構築しています。 

 

福祉サービスの利用援助 福祉サービスを安心して利用できるようにお手伝いします 

日常的金銭管理サービス 毎日の暮らしに欠かせない、お金の出し入れをお手伝いします 

書類等の預かりサービス 大切な通帳や証書等を安全な場所でお預かりします 

【サービス内容】 

・『終活』とは… 

医療や介護制度の発達により、人生も100年時代と言われるようになりました。そのぶん、老後といわ

れる時間も大変長くなり、「医療」「介護」「葬儀・お墓」「相続」に至るまで、多くの方が自分らしく

生きていくための備えをはじめています。この取り組みのことを、「終活」と呼んでいます。 

・例えばこんな悩み 

 ●何から始めたらよいのかわからない ●頼れる親族がおらず今後のことが心配 

 ●認知症になった時のお金の管理が心配 ●亡くなった後の身の回りの整理 

 ●エンディングノート  ●遺言書 ●葬儀会社との契約 


